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一

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日
法
律
第
二

十
七
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

略

２
～
４

略

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
個
人
番
号
」
と
は
、
第
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
住
民
票
コ
ー
ド
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律

第
八
十
一
号
）
第
七
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
住
民
票
コ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
変
換
し
て
得
ら
れ
る
番
号
で
あ
っ
て
、
当
該
住
民
票
コ
ー
ド
が
記

載
さ
れ
た
住
民
票
に
係
る
者
を
識
別
す
る
た
め
に
指
定
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

６
～

略

14こ
の
法
律
に
お
い
て
「
法
人
番
号
」
と
は
、
第
五
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

15
と
し
て
指
定
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

（
利
用
範
囲
）

第
九
条

別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
政
機
関
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
等
そ
の
他
の
行
政
事
務
を
処
理
す
る
者
（
法
令
の
規
定
に
よ
り
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
含
む
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
の
処
理
に
関
し
て
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
お
い
て
個
人
情
報
を
効
率
的
に
検
索
し
、
及
び
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な

限
度
で
個
人
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
事
務
の
全
部
又
は
一
部
の
委
託
を
受
け
た
者
も
、
同
様
と
す
る
。

２
～
５

略
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（
提
供
の
要
求
）

第
十
四
条

個
人
番
号
利
用
事
務
等
実
施
者
は
、
個
人
番
号
利
用
事
務
等
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
本
人
又
は
他
の
個
人
番
号
利
用
事
務
等

実
施
者
に
対
し
個
人
番
号
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
（
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
第
十
九
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
個
人
番
号
利
用
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要

が
あ
る
と
き
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
か
ら
第
三
十
条
の
十
二
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、
機
構
に
対
し
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
（
同
法
第
三
十

条
の
九
に
規
定
す
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
を
い
う
。
第
十
九
条
第
四
号
及
び
第
六
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。）
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

略

一
～
三

略

四

第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
、
第
十
六
条
、
第
三
章
、
第
二
十
九
条
第
一
項
（
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
第
十
条
第
一
項

及
び
第
三
項
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
部
分
を
除
く
。
）
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
三
十
条
第
一
項
（
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
第
十
条
第
一
項
及

び
第
三
項
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
（
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
第
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
読
み
替

え
て
適
用
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
十
三
条
（
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
、
第
七
十
五
条
（
個
人
番
号
カ
ー
ド
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
七
十
七
条
（
第
七
十
五
条
（
個
人
番
号
カ
ー
ド
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
別
表
第
一
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

五

略

別
表
第
一
（
第
九
条
関
係
）

略

十
六

都
道
府
県
知
事
又

地
方
税
法
そ
の
他
の
地
方
税
に
関
す
る
法
律
及
び
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
条
例
に
よ
る
地
方
税
の
賦
課
徴
収
又
は
地
方
税
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は
市
町
村
長

に
関
す
る
調
査
（
犯
則
事
件
の
調
査
を
含
む
。）
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の

略


